
対象区分・必要証明書類確認チャート（表面）
各種証明書類を調えるにあたっては裏面をご参照ください。

　

　　

【補足】
・給付始期とは、給付奨学金の支給起点となった年月のことであり、採用月（初回振込月）とは異なります。
・「契約期間と家賃の発生年月日・給付始期の両方が重なっている」とは、下記のような場合を指します。
　（例）契約期間2024/10/1～2026/9/30の場合において、
　　　　A：家賃の発生年月日は2024/10/1、給付始期は2026/40　⇒　両方が契約期間内のため「はい」に該当
　　　　B：家賃の発生年月日は2024/10/1、給付始期は2026/10　⇒　給付始期が契約期間外のため「いいえ」に該当
・契約期限の定めのない無期限契約は「いいえ」に該当
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【自宅外要件】

①実家（生計維持者いずれもの居住地）から大学等までの

距離が片道60キロメートル以上(目安)
②実家から大学等までの通学時間が片道120分以上(目安)
③実家から大学等までの通学費が月1万円以上(目安)
④実家から大学等までの通学時間が片道90分以上であり、
通学時間帯に利用できる交通機関の運行本数が1時間
あたり1本以下(目安)
⑤その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、

実家からの通学が困難である場合
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